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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロケットエンジンの燃焼室の製造方法であって、
　前記燃焼室は、同心円状に配置された内筒と外筒とを備え、
　前記内筒と前記外筒との間には冷却流路が形成されており、
　前記外筒は、
　　前記内筒側に形成された第１層と、
　　前記第１層の外側の表面に形成された第２層と
を備え、
　前記製造方法は、
　　前記内筒の表面に複数の溝を形成する工程と、
　　前記複数の溝に充填材を充填する工程と、
　　前記充填材及び前記内筒の露出面に電鋳法により前記第１層として導電層を形成する
工程と、
　　前記第１層上に金属膜としての前記第２層を成膜するように単位成膜処理を実行する
工程と、
　　前記第２層の膜厚が所望の最終膜厚になっていないとき前記単位成膜処理を繰り返す
工程と、
　　前記第２層の膜厚が前記所望の最終膜厚になったとき、前記燃焼室に熱処理を実行す
る工程と、
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　　前記第１層が形成された後、前記熱処理が施される前に、前記充填剤を除去する工程
と
を備え、
　前記単位成膜処理を実行する工程は、
　　現在の前記単位成膜処理において成膜中の前記第２層の表面温度が、前記現在の単位
成膜処理における成膜の終了時の前記第２層の表面温度に等しくなるように前記燃焼室を
ヒータで熱しながら、前記第２層の膜厚が前記現在の単位成膜処理における所望の膜厚に
なるようにコールドスプレー法により前記燃焼室に対して前記第２層としての前記金属膜
の成膜を行うステップ
を含む
　ロケットエンジンの燃焼室の製造方法。
 
【請求項２】
　請求項１に記載のロケットエンジンの燃焼室の製造方法であって、
　前記所望の膜厚は１ｍｍ以上である
　ロケットエンジンの燃焼室の製造方法。
 
【請求項３】
　請求項１に記載のロケットエンジンの燃焼室の製造方法であって、
　前記所望の膜厚は１０ｍｍ以上である
　ロケットエンジンの燃焼室の製造方法。
 
【請求項４】
　ロケットエンジンの燃焼室の製造方法であって、
　前記燃焼室は、同心円状に配置された内筒と外筒とを備え、
　前記内筒と前記外筒との間には冷却流路が形成されており、
　前記外筒は、
　　前記内筒側に形成された第１層と、
　　前記第１層の外側の表面に形成された第２層と
を備え、
　前記製造方法は、
　　前記内筒の表面に複数の溝を形成する工程と、
　　前記複数の溝に充填材を充填する工程と、
　　前記充填材及び前記内筒の露出面に電鋳法により前記第１層として導電層を形成する
工程と、
　　前記第１層上に金属膜としての前記第２層を成膜するように単位成膜処理を実行する
工程と、
　　前記第２層の膜厚が所望の最終膜厚になっていないとき前記単位成膜処理を繰り返す
工程と
を備え、
　前記単位成膜処理を実行する工程は、
　　現在の前記単位成膜処理において成膜中の前記第２層の表面温度が、前記現在の単位
成膜処理における成膜の終了時の前記第２層の表面温度に等しくなるように前記燃焼室を
ヒータで熱しながら、コールドスプレー法により前記燃焼室に対して成膜を行い、前記第
１層上に膜厚１ｍｍ以上の金属膜を前記第２層として形成するステップを含み、
　前記製造方法は、前記第１層が形成された後、前記単位成膜処理を実行する前に、前記
充填剤を除去する工程を更に含む
　ロケットエンジンの燃焼室の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コールドスプレーを利用した成膜技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　構造体を製造するために、基材上に厚膜を形成する必要がある場合がある。例えば、そ
のような構造体として、航空宇宙用のロケットエンジンの燃焼室が挙げられる。ロケット
エンジンの燃焼室を製造する場合、例えば、銅基材上に１０ｍｍ以上の銅膜を形成する必
要がある。
【０００３】
　そのような金属厚膜を形成するための一手法として、「電鋳法」が挙げられる。しかし
ながら、電鋳法による膜成長速度は極めて遅く、例えば１０ｍｍ程度の目標膜厚を達成す
るためには数ヶ月を要する。
【０００４】
　このような問題を解決するため、本願出願人は、特許文献１（特開２０１２－０５７２
０３）において、「コールドスプレー法」を利用することにより金属厚膜を成膜する技術
を提案している。コールドスプレー法は、材料粉末の融点または軟化温度よりも低い温度
のガスを高速流にし、そのガス流中に材料粒子を投入し加速させ、固相状態のまま基材に
衝突させて皮膜を形成する方法である。このコールドスプレー法による成膜速度は、電鋳
法の場合と比較して極めて速い。従って、コールドスプレー法を利用することにより、構
造体の製造に要する期間を大幅に短縮することが可能となる。
【０００５】
　但し、コールドスプレーで薄い酸化被膜等を成膜するような場合とは異なり、コールド
スプレーで１０ｍｍ程度の厚膜を成膜する場合には、次の点に留意する必要がある。それ
は、生成膜の膜厚がある程度に達した段階で、残留応力が密着力よりも強くなり、生成膜
の剥離が発生してしまうということである。そのような生成膜の剥離が発生する限界は、
以下、「剥離限界」と参照される。生成膜の剥離を防止するためには、特許文献１に記載
の通り、剥離限界の前に、熱処理を行って残留応力を除去する必要がある。
【０００６】
　図１は、生成膜の膜厚と残留応力（内部応力）との関係を概念的に示している。図１に
示されるように、コールドスプレーにより成膜を行うと、膜厚が時間的に増加していくが
、それに伴い、残留応力も増加していく。残留応力が剥離限界ラインを超えると生成膜が
剥離してしまうため、その前に、コールドスプレーによる成膜処理が一旦止められる。そ
して、被成膜対象に対して別途、「熱処理」が実施される。この熱処理により、生成膜の
残留応力が除去される。その後、コールドスプレーによる成膜処理が再度開始する。
【０００７】
　このように、コールドスプレーによって１０ｍｍ程度の厚膜を形成するためには、成膜
処理と熱処理を繰り返し実施する必要がある。繰り返しの単位となる処理は、以下、「単
位成膜処理」と参照される。単位成膜処理は、（１）残留応力が剥離限界ラインを超えな
いように、コールドスプレーにより成膜する工程と、（２）その残留応力を除去するため
に熱処理を実施する工程と、を含む。
【０００８】
　コールドスプレーに関連する他の技術として、次のものが知られている。
【０００９】
　特許文献２は、４００μｍ程度の皮膜をコールドスプレー法により成膜する方法を開示
している。当該方法は、（Ａ）金属粉末の表面に酸化物が形成されている皮膜原料粉末の
表面の酸化物を水素還元処理または酸洗処理によって減少させるまたは除去する工程と、
（Ｂ）酸化物を減少させたまたは除去した皮膜原料粉末を、コールドスプレー法によって
、被覆対象物に衝突させて皮膜を形成する工程と、を含む。
【００１０】
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　特許文献３は、１．５ｍｍ程度の皮膜をコールドスプレー法により成膜する方法を開示
している。当該方法は、基材表面に、コールドスプレー法により金属からなる非球状の異
形粒子を投射し、基材表面に金属皮膜を形成する工程を含む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１２－５７２０３号公報
【特許文献２】特許第５０１７６７５号
【特許文献３】特開２０１０－４７８２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本願発明者は、次の点に着目した。上述の通り、コールドスプレー法を用いて厚膜化を
実現するためには、成膜途中に熱処理を実施する必要がある。しかしながら、熱処理の回
数が増加するにつれ、全体としての成膜時間も増大してしまう。それは、熱処理そのもの
がある程度の時間を要するからだけでなく、熱処理の度にコールドスプレー装置を停止し
、成膜処理を再開する度にコールドスプレー装置を再度起動及び調整する必要があるから
である。すなわち、熱処理の回数が増加するにつれ、成膜コストが増大してしまう。よっ
て、熱処理（単位成膜処理）の回数は少なければ少ないほどよい。
【００１３】
　本発明の１つの目的は、コールドスプレーを利用した厚膜化において、熱処理（単位成
膜処理）の回数を低減することができる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の１つの観点において、成膜方法が提供される。その成膜方法は、被成膜対象上
に形成される膜の厚さが所望の膜厚になるまで、単位成膜処理を繰り返し実行するステッ
プを有する。単位成膜処理は、（Ａ）被成膜対象をヒータで熱しながら、コールドスプレ
ー法により被成膜対象に対して成膜を行うステップと、（Ｂ）成膜後の被成膜対象に対し
て熱処理を施すステップと、を含む。
【００１５】
　本発明の他の観点において、成膜方法が提供される。その成膜方法は、被成膜対象をヒ
ータで熱しながら、コールドスプレー法により被成膜対象に対して成膜を行い、被成膜対
象上に膜厚１ｍｍ以上の膜を形成するステップを含む。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、コールドスプレーを利用した厚膜化において、熱処理（単位成膜処理
）の回数を低減することが可能となる。その結果、成膜コストが削減される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、コールドスプレーによる厚膜形成時の、生成膜の膜厚と残留応力（内部
応力）との関係を概念的に示している。
【図２】図２は、本発明の第１の実施の形態に係る成膜システムの構成を示す概略図であ
る。
【図３】図３は、本発明の第１の実施の形態に係る成膜方法を示すフローチャートである
。
【図４】図４は、本発明の第１の実施の形態による効果を説明するための概念図である。
【図５】図５は、本発明の第２の実施の形態に係る成膜方法を示すフローチャートである
。
【図６】図６は、本発明の第３の実施の形態に係る成膜システムの構成を示す概略図であ
る。
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【図７】図７は、本発明の第３の実施の形態に係る成膜方法を示すフローチャートである
。
【図８】図８は、本発明の第３の実施の形態による効果を説明するための概念図である。
【図９】図９は、本発明の第４の実施の形態に係る成膜システムの構成を示す概略図であ
る。
【図１０】図１０は、本発明の第４の実施の形態に係る成膜方法を示すフローチャートで
ある。
【図１１】図１１は、本発明の第５の実施の形態におけるロケットエンジンの燃焼室の構
成を示す概略断面図である。
【図１２】図１２は、本発明の第５の実施の形態におけるロケットエンジンの燃焼室の構
成を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　添付図面を参照して、本発明の実施の形態に係る成膜技術を説明する。
【００１９】
　１．第１の実施の形態
　図２は、第１の実施の形態に係る成膜システム１の構成を概略的に示している。成膜シ
ステム１は、チャンバ２、コールドスプレー装置４、及び雰囲気制御装置５を備えている
。チャンバ２（成膜室）内には、被成膜対象３が設置される。コールドスプレー装置４は
、その被成膜対象３に対してコールドスプレー法によって成膜を行うことができるように
設置されている。
【００２０】
　雰囲気制御装置５は、チャンバ２内の雰囲気を制御するために設けられている。第１の
実施の形態では、雰囲気制御装置５は、チャンバ２に「非酸化性ガス」を供給するガス供
給装置である。非酸化性ガスとしては、ＡｒやＨｅといった希ガスやＮ２などが例示され
る。
【００２１】
　図３は、第１の実施の形態に係る成膜方法を示すフローチャートである。図２及び図３
を参照して、第１の実施の形態に係る成膜方法を説明する。
【００２２】
　ステップＳ１：
　まず、チャンバ２内に被成膜対象３が設置される。
【００２３】
　ステップＳ２：
　続いて、雰囲気制御装置５が作動し、チャンバ２内に非酸化性ガスを供給する。その結
果、チャンバ２内の雰囲気は非酸化性ガス雰囲気に設定される。非酸化性ガスとしては、
ＡｒやＨｅといった希ガスやＮ２などが例示される。
【００２４】
　ステップＳ３：
　次に、コールドスプレー装置４が作動し、被成膜対象３に対してコールドスプレー法に
より成膜を行う。ここで、その成膜処理は、上記ステップＳ２で設定された非酸化性ガス
雰囲気中で行われることに留意されたい。従って、成膜処理途中における酸化が防止され
る。
【００２５】
　コールドスプレー法では、被成膜対象３の表面に材料粉末を吹き付けることにより、成
膜が行われる。ロケットエンジンの燃焼室といった構造体を製造する場合、典型的には、
金属材料粉末の吹き付けにより金属膜の成膜が行われる。例えば、銅粉末の吹き付けによ
り銅膜を形成する場合のコールドスプレー条件の一例は、次の通りである。
【００２６】
　コールドスプレーの作動ガス：ヘリウム、窒素
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　銅粉末供給量：２０ｇ／ｍｉｎ－３００ｇ／ｍｉｎ
　ガス圧力：２ＭＰａ－１０ＭＰａ
　成膜前加熱炉内の粉末及びガス温度：２００℃－９５０℃
【００２７】
　また、生成膜厚が大きくなるにつれ、生成膜の残留応力も大きくなる。そのような残留
応力による生成膜の剥離が発生しないように、コールドスプレーによる１回の成膜処理は
、生成膜厚が剥離限界膜厚を超える前に止められる。そして、生成膜の残留応力を除去す
るために、次に説明されるように熱処理が実施される。
【００２８】
　ステップＳ４：
　１回の成膜処理が完了すると、成膜後の被成膜対象３はチャンバ２から取り出され、熱
処理装置（図示されない）に設置される。そして、その被成膜対象３に対して熱処理が実
施される。その結果、生成膜の残留応力が除去される。
【００２９】
　ステップＳ５：
　以上に説明されたステップＳ１～Ｓ４が、「単位成膜処理」である。１回の単位成膜処
理が完了した際、生成膜厚が所望の膜厚に達していない場合（ステップＳ５；Ｎｏ）、処
理はステップＳ１に戻る。一方、生成膜厚が所望の膜厚に達した場合（ステップＳ５；Ｙ
ｅｓ）、処理は終了する。すなわち、被成膜対象３上に形成される膜の厚さが所望の膜厚
になるまで、単位成膜処理が繰り返し実行される。
【００３０】
　単なる皮膜ではなく構造体の製造を念頭においた場合、所望の膜厚は、典型的には１ｍ
ｍ以上である。ロケットエンジンの燃焼室の製造の場合、所望の膜厚は、典型的には１０
ｍｍ以上である。このような厚膜であっても、熱処理を実施して残留応力を除去すること
により、コールドスプレー法を利用した成膜が可能である。
【００３１】
　以上に説明されたように、本実施の形態によれば、コールドスプレーによる成膜処理は
、非酸化性ガス雰囲気中で行われる。比較例として、従来のように大気中でコールドスプ
レーによる成膜処理を行うことを考える。そのような比較例の場合、成膜処理途中に形成
された酸化物が熱処理によって顕在化し、生成膜中にクラックが発生することが観測され
た。そのような生成膜中のクラックは、生成膜の密着力を低下させる。
【００３２】
　一方、本実施の形態によれば、成膜処理は非酸化性ガス雰囲気中で行われるため、成膜
処理途中の酸化は防止される。その結果、生成膜中のクラックの発生が防止される。この
ことは、本願発明者による実験を通しても確認されている。クラックの発生が防止される
ということは、生成膜が緻密となり、生成膜の密着力が増加することを意味する。剥離限
界ラインは生成膜の密着力と残留応力から決まるため、密着力が増加すると、剥離限界ラ
インも上昇する。
【００３３】
　剥離限界ラインが上昇すると、図４に示されるように、１回の単位成膜処理で形成可能
な膜厚が増加する。従って、所望の膜厚を得るために必要な単位成膜処理の繰り返し回数
が減少する。すなわち、実施すべき熱処理の回数が低減される。その結果、成膜コストが
削減される。
【００３４】
　所望の膜厚が大きくなるにつれ、単位成膜処理の繰り返し回数は増える傾向にある。よ
って、所望の膜厚が大きくなるにつれ、本実施の形態を適用することがより好ましくなる
と言える。
【００３５】
　また、例えばロケットエンジンの燃焼室といった構造体の場合、クラックの発生は、信
頼性の観点から問題となる。その点、クラックの発生を抑制することができる本実施の形
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態は、構造体の金属膜の厚膜化に好適である。
【００３６】
　２．第２の実施の形態
　上述の第１の実施の形態では、チャンバ２内の雰囲気は非酸化性ガス雰囲気に設定され
た。しかし、酸化が抑制されるのであれば、雰囲気はそれに限られない。第２の実施の形
態では、非酸化性ガス雰囲気の代わりに、真空雰囲気が用いられる。その場合、雰囲気制
御装置５は、チャンバ２を真空状態にする減圧装置である。真空は、例えば、圧力が１×
１０－３Ｐａ以下の状態である。
【００３７】
　図５は、第２の実施の形態に係る成膜方法を示すフローチャートである。第２の実施の
形態では、上述のステップＳ２の代わりに、ステップＳ２’が実行される。ステップＳ２
’において、雰囲気制御装置５が作動し、チャンバ２内の雰囲気を真空雰囲気に設定する
。その他は、第１の実施の形態と同じである。
【００３８】
　第２の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同じ効果が得られる。
【００３９】
　３．第３の実施の形態
　図６は、第３の実施の形態に係る成膜システム１の構成を概略的に示している。成膜シ
ステム１は、コールドスプレー装置４とヒータ６を備えている。ヒータ６は、被成膜対象
３を熱することができるように設けられており、典型的には、被成膜対象３に接触するよ
うに設けられている。コールドスプレー装置４は、その被成膜対象３に対してコールドス
プレー法によって成膜を行うことができるように設置されている。
【００４０】
　図７は、第１の実施の形態に係る成膜方法を示すフローチャートである。図６及び図７
を参照して、第３の実施の形態に係る成膜方法を説明する。尚、第１の実施の形態と重複
する説明は、適宜省略される。
【００４１】
　ステップＳ３’：
　ヒータ６が作動し、被成膜対象３を熱する。その結果、被成膜対象３の温度は、室温よ
りも高くなる。そして、この状態で、コールドスプレー装置４が作動し、被成膜対象３に
対してコールドスプレー法により成膜を行う。つまり、被成膜対象３がヒータ６で熱せら
れながら、被成膜対象３に対して成膜が行われる。コールドスプレー条件は、第１の実施
の形態の場合と同様である。
【００４２】
　ステップＳ４：
　１回の成膜処理が完了すると、第１の実施の形態の場合と同様に、被成膜対象３に対し
て熱処理が実施される。その結果、生成膜の残留応力が除去される。
【００４３】
　ステップＳ５：
　以上に説明されたステップＳ３’～Ｓ４が、「単位成膜処理」である。１回の単位成膜
処理が完了した際、生成膜厚が所望の膜厚に達していない場合（ステップＳ５；Ｎｏ）、
処理はステップＳ３’に戻る。一方、生成膜厚が所望の膜厚に達した場合（ステップＳ５
；Ｙｅｓ）、処理は終了する。すなわち、被成膜対象３上に形成される膜の厚さが所望の
膜厚になるまで、単位成膜処理が繰り返し実行される。
【００４４】
　単なる皮膜ではなく構造体の製造を念頭においた場合、所望の膜厚は、典型的には１ｍ
ｍ以上である。ロケットエンジンの燃焼室の製造の場合、所望の膜厚は、典型的には１０
ｍｍ以上である。このような厚膜であっても、熱処理を実施して残留応力を除去すること
により、コールドスプレー法を利用した成膜が可能である。
【００４５】
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　以上に説明されたように、本実施の形態によれば、コールドスプレーによる成膜処理は
、被成膜対象３をヒータ６で熱しつつ行われる。これによる効果を、図８を参照して説明
する。
【００４６】
　比較例として、従来のように室温でコールドスプレーによる成膜処理を行うことを考え
る。そのような比較例の場合、被成膜対象３と生成膜との界面において剥離が発生するこ
とがしばしば観測された。つまり、多くの場合、生成膜は、最も被成膜対象３に近い側か
ら剥離することが観測された。その原因について、本願発明者は次のように考えた。
【００４７】
　コールドスプレー法は、材料粉末を露出表面に衝突させて成膜を行う方法である。その
ような性質上、成膜処理が繰り返されるにつれ、どんどん露出表面が加熱される（表面温
度は、２００℃程度にまで達する）。つまり、膜厚が大きくなればなるほど、加熱された
状態で新たな膜が形成されることになる。逆に、成膜の初期段階では、ほぼ室温で新たな
膜が形成される。本願発明者は、このような膜形成時の温度差が生成膜の密着力に影響を
与えると考えた。つまり、最も被成膜対象３に近い側では、成膜時の温度がほぼ室温であ
るため、生成膜の密着力が弱く、剥離が発生しやすくなると考えた。
【００４８】
　そこで、本実施の形態では、ヒータ６を用いることにより被成膜対象３が“積極的”に
加熱され、その温度が室温よりも高く設定される。その加熱温度は、例えば、コールドス
プレーによって表面温度が達する温度である２００℃程度に設定される。これにより、成
膜の初期段階であっても、成膜面は十分熱くなる。このことが、原子の拡散を促し、生成
膜の密着力を向上させると考えられる。実際に、図８に示されるように、本実施の形態の
方法によって剥離限界膜厚が格段に増加することが、本願発明者が行った実験により確認
されている。
【００４９】
　このように、本実施の形態によれば、生成膜の密着力が増加し、それにより、剥離限界
ラインも上昇する。従って、第１の実施の形態の場合と同様に、所望の膜厚を得るために
必要な単位成膜処理の繰り返し回数が減少する（図４参照）。すなわち、実施すべき熱処
理の回数が低減される。その結果、成膜コストが削減される。
【００５０】
　所望の膜厚が大きくなるにつれ、単位成膜処理の繰り返し回数は増える傾向にある。よ
って、所望の膜厚が大きくなるにつれ、本実施の形態を適用することがより好ましくなる
と言える。
【００５１】
　４．第４の実施の形態
　第４の実施の形態は、第１あるいは第２の実施の形態と第３の実施の形態の組み合わせ
である。
【００５２】
　図９は、第４の実施の形態に係る成膜システム１の構成を概略的に示している。成膜シ
ステム１は、既出の図２で示された構成に加えて、図６で示されたヒータ６を備えている
。
【００５３】
　図１０は、第４の実施の形態に係る成膜方法を示すフローチャートである。図３（第１
の実施の形態）あるいは図５（第２の実施の形態）で示された成膜方法において、ステッ
プＳ３が、第３の実施の形態のステップＳ３’で置換されている。
【００５４】
　第４の実施の形態によれば、第１あるいは第２の実施の形態と第３の実施の形態の組み
合わせの効果が得られる。生成膜の密着力の更なる増加が期待され、好適である。
【００５５】
　５．第５の実施の形態
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　一例として、上述の実施の形態に係る成膜方法を、ロケットエンジンの燃焼室の製造に
適用する場合を考える。尚、本願出願人による先願（特開２０１２－５７２０３号公報）
も参照されたい。
【００５６】
　図１１は、ロケットエンジンの燃焼室２５を概略的に示している。この燃焼室２５では
、使用時に高温高圧の流体が燃焼し流通する。また、燃焼室２５は、冷媒が通過する複数
の冷却流路１４を有しており、その冷媒による冷却により燃焼室２５の温度を抑制するこ
とができる。より詳細には、燃焼室２５は、同心円状に配置された内筒１０と外筒１５と
を備えており、それら内筒１０と外筒１５との間に冷却流路１４が形成されている。尚、
内筒１０及び外筒１５の材料としては、冷却効率や強度や延びの面から銅又は銅を主成分
とする合金が好ましい。
【００５７】
　図１２は、内筒１０、冷却流路１４及び外筒１５の関係を示している。内筒１０には、
複数の冷却流路１４が形成されている。この内筒１０を基材として、その上に外筒１５が
形成されている。より詳細には、外筒１５は、第１層１２と第２層１３の積層構造を有し
ている。第１層１２は、内筒１０側に、内筒１０上に層状に形成されている。第２層１３
は、第１層１２の外側の表面に層状に形成されている。
【００５８】
　図１２で示されたような「構造体」の製造方法は、次の通りである。まず、基材部とし
ての内筒１０の表面に複数の溝が形成される。その溝は、最終的に流体流路１４となるも
のである。続いて、ワックスのような充填剤が複数の溝に充填される。ここで、充填剤は
、その露出面と基材部の表面（露出面）とが概ね同一の平面を成すように充填される。
【００５９】
　次に、充填剤及び内筒１０（基材部）の露出面に銀粉のような導電層が形成される。す
なわち、電鋳法において、電鋳皮膜を形成する領域に導電処理を施す。そして、電鋳法に
より、導電処理を施された充填剤及び内筒１０の表面に、電鋳皮膜として第１層１２が形
成される。
【００６０】
　次に、上述の実施の形態で説明された方法により、第１層１２上に、コールドスプレー
膜として第２層１３が形成される。例えば、銅のコールドスプレー膜を１０ｍｍ程度積層
する。この第１層１２と第２層１３とを合わせた膜厚が、外筒１５として所望の膜厚とな
るようにする。
【００６１】
　その後、複数の溝から充填剤を溶融等の方法により除去する。それにより、外筒１５と
内筒１０とで囲まれた複数の冷却流路１４を有する構造体を製造することができる。
【００６２】
　このように、本実施の形態では、電鋳法とコールドスプレー法を組み合わせて外筒１５
を成膜している。ここで、コールドスプレー法の成膜速度は電鋳法の成膜速度と比較して
極めて速い。そのため、電鋳法とコールドスプレー法を組み合わせて外筒１５の膜（例：
銅膜）を成膜する場合の方が、電鋳法だけで成膜する場合と比較して、極めて短期間に成
膜を終了させることができる。それにより、膜の強度や延びなどの力学的特性を維持しな
がら、構造体の製造期間を短縮できる。
【００６３】
　また、第１層１２を電鋳法で、第２層１３をコールドスプレー法でそれぞれ形成する場
合、第１層１２を相対的に薄くし、第２層１３を相対的に厚くすることが好ましい。それ
により、製造期間の短縮や製造コストや製造の手間の削減を図ることができる。
【００６４】
　以上、本発明の実施の形態が添付の図面を参照することにより説明された。但し、本発
明は、上述の実施の形態に限定されず、要旨を逸脱しない範囲で当業者により適宜変更さ
れ得る。
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【符号の説明】
【００６５】
　　　１　　成膜システム
　　　２　　チャンバ
　　　３　　被成膜対象
　　　４　　コールドスプレー装置
　　　５　　雰囲気制御装置
　　　６　　ヒータ
　　１０　　内筒
　　１２　　第１層
　　１３　　第２層
　　１４　　冷却流路
　　１５　　外筒
　　２５　　燃焼室

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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